
土産品等を活用した多摩・島しょ観光プロモーション事業助成金交付要綱  別表 

 

助成対象者（第４条） 

（１）と（２）の全ての要件を満たすものが助成対象者となります。 

（１）次の①～⑤のいずれかに該当する者 

① 観光協会等 

「観光協会等」とは、地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする区市町村又は東京都との連携の下に設

立された都内に所在する団体をいいます（法人格不問）。 

②  商工会等 

「商工会等」とは、商工会法（昭和 35 年法律第 89 号）に規定する商工会及び商工会連合会並びに商工会議所法

（昭和 28 年法律第 143 号）に規定する商工会議所であって、都内に所在する団体をいいます。 

③ 特定非営利活動法人 

④一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人 

③、④に宗教法人、社会福祉法人等は含まれません 。 

⑤ 民間事業者（営利を目的とする私企業及び個人事業者）のうち、以下の（ア）～（ウ）の条件を満たす者 

（ア）東京都内で、旅行者向けの事業を営む（予定を含む。）観光関連事業者で次の A～D のいずれかに該当する者 

A 東京都内において、旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第３条第１項の許可を受けて、同法第２条第２項又

は第３項の営業を行っている宿泊事業者 

B 東京都内において、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け

て、営業を行っている飲食事業者 

C  東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者 

D  その他東京都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている者 

（イ）以下の A～C の全てに該当する者 

A 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、令和８年６月４日現在で、引き続き１年以上事業を営んでいる

者 (個人事業者含む。) 

B 令和８年６月４日以前の１年以内に休眠・休業（自然災害等の影響による休業は除く。）していないこと 

C 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること 

（ウ）以下の A～C のいずれかに該当する者 

A 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本（履歴事項全部証明書）により都内所

在等が確認できること。また都税事務所発行の納税証明書を提出できること。 

B 個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しに

より都内所在等を確認できること。また都税事務所発行の納税証明書（事業税が非課税につき提出できないも

のを除く。）及び区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること。 

C 個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しによ

り都内所在等を確認できること。また代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の

住民税納税証明書を提出できること。 

（２）次の A～K の全てに該当する者 

A  暴力団（東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「条例」という。）第２条第２号に規

定する暴力団をいう。）、暴力団員（条例第２条第３号に規定する暴力団員をいう。）、暴力団関係者（条例第２

条第４号に規定する暴力団関係者をいう。）又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東

京都又は公益財団法人東京観光財団理事長（以下「理事長」）が公的資金の助成先として適切ではないと判断

する業態及びこれに類するものではないもの 



B 申請日までの過去５年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、刑事法令による罰則の適用を受けてい

ないもの（法人その他の団体にあっては代表者も含む。）  

C 事業税等を滞納していないこと。（都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できません。） 

D 東京都及び公益財団法人東京観光財団（以下「財団」という。）に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞

っていないこと 

E 申請日までの過去５年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、財団・国・都道府県・区市町村等が実

施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと。 

F 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号、破産法(平成 16 年法律第 75 号)

に基づく申立・手続中（再生計画等認可後は除く。）、私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状

況が存在していないもの 

G 事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守するもの 

H 本事業への申請は、一事業者一申請に限ること 

I 本事業と同一内容・経費で財団が実施する他の助成事業へ併願申請をしていないこと。但し、他の助成金にお

いてすでに不採択の通知が出ている場合を除く。 

J 同一テーマ・内容で、国・都道府県・財団・東京都中小企業振興公社等から助成を受けていないもの 

K その他理事長が公的資金の助成先として適切でないと判断するものでないこと 

 

助成対象事業（第５条） 

都内の観光協会等、商工会等、民間事業者等が多摩・島しょ地域で自ら実施する、既存の土産品等の磨き上げ・

プロモーションに係る以下の新たな取組が支援対象事業となります。 

 

支援対象事業：商品・デザインの改良、マーケティング、ブランディング、プロモーション等 

 

※ 事業者の本店・支店が 23 区内にある場合も、多摩・島しょ地域で対象事業を実施する場合は対象となりま

す。 

なお、多摩・島しょ地域とは、次に掲げる地域を指します。 

ア 多摩地域 

東京都内の区部および島しょ地域を除く地域 

イ 島しょ地域 

大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 

 

【以下の事業は助成対象外とする】 

（１）開業、運転資金等の本事業と直接関係のない経費の助成を目的としている事業 

（２）土産品等の磨き上げ・プロモーション推進に係る取組の内容が特定の顧客（法人・個人）向けで、汎用性の

ない事業 

（３）単発の事業で、地域への定着など継続性がない事業 

（４）公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断する事業 

（５）宗教的活動又は政治的活動を目的とした事業 

（６）その他、公金の使用趣旨に照らして、適切でないものと理事長が判断する事業 

 

助成対象経費（第５条） 

助成対象経費は、「支援対象事業」に係る次の（１）～（４）の条件に適合する経費で【助成対象経費一覧】に掲



げる経費です。 

（１）助成事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費 

（２）助成対象期間内に契約、取得、実施、支払いが完了した経費 

（３）助成対象（使途、単価、規模等）の確認が可能であり（※）、かつ、本助成事業に係るものとして、明確に

区分できる経費 

※原則として、申請書記載の機器等購入物品や当該助成事業の成果物が東京都内で確認できること。 

（４）財産取得となる場合は、所有権等が助成事業者に帰属する経費 

 

【助成対象経費一覧】 

１ 外注・委託費 

土産品等の磨き上げ・プロモーションの実施に直接必要な業務で、対象事業者が直接実施することができな

いもの又は実施することが適当でないものについて、外部の事業者、大学等に外注・委託する場合に要する経

費 

【経費例】マーケティング調査委託、デザイン委託 

２ 人材育成費 

土産品等の磨き上げ・プロモーションの実施に直接必要な人材育成のための研修会・検討会の開催・参加

に要する経費 

【経費例】商品の磨き上げ手法を学ぶ講座等への参加費、マニュアル作成費用 

＜注意事項＞ 

ア 人材育成費のみでは、申請できません。 

イ 自社内での研修等においては、専門家からアドバイスを受けるなど、外部専門家などを活用して人材育

成を行う場合が対象です。 

ウ マニュアル等を作成した場合、成果物の提出を求める場合があります。 

エ 助成対象期間中に新たに契約、実施したもののみ助成対象となります。 

３ 産業財産権出願・導入費 

改良又は磨き上げた商品等に係る商標権、特許権等の産業財産権の出願（調査も含む）に要する経費及び必

要な産業財産権を他の事業者から譲渡又は実施許諾を受けた場合の経費 

＜注意事項＞ 

ア 出願後の経費（審査請求、登録料、維持年金等）は助成対象となりません。 

イ 助成対象期間内に出願手続が完了していることが必要です 

４ 広告費 

土産品等の磨き上げ・プロモーションの実施に直接必要な広告に要する次の（１）～（３）に掲げる経費 

(１) 外部事業者へ委託して行う宣伝用のカタログ・パンフレット、ＨＰ、プロモーション映像等の製作に要

する経費（翻訳費を含む。） 

(２) 外部事業者が発行・運営している新聞・雑誌・Ｗｅｂ（リスティング広告、バナー広告等）への広告に

要する経費（翻訳費を含む。） 

※Ｗｅｂ広告の配信結果報告書作成に要する経費も対象ですが、報告書等の契約履行が確認できるものが必

要です。 

※リスティング広告はキーワード毎の掲載期間、クリック数、平均単価等が分かる書類が必要です。リスティ

ング広告・バナー広告等はリンク先が対象サービス・商品のページに直結していることが必要です。 

(３) 自社が開催するＰＲイベントに要する経費（会場借上費用、装飾等の資材費・運搬費、出演料、保険料、

通訳・翻訳費を含む） 



 

 

※事業の実施に伴う収入があり、事業の実施に伴って収入が発生し、収益が生じる場合（収入が自主財源分の額

を上回る場合）は、収益に相当する額を控除して交付確定額を算出します。（総事業費の自主財源分を超えた収

入が、控除対象となります。） 

 

【以下の経費は助成対象外とする】 

(1)助成対象経費に記載のない経費  

・土地・建物・施設取得費（土地・建物・施設の取得、造成及び補償に要する経費） 

・賃借料（不動産を借りる場合に必要な土地の賃借料等） 

・消耗品の購入（事務用消耗品等） 

・助成事業者の人件費 

・旅費（専門家指導費に係るものは可とする。） 

・経常的な経費（施設の維持管理費、光熱水費、既存のサーバー使用料・回線使用料等） 

・金券等購入費 

・租税公課（消費税、地方消費税等） 

・車両・船舶購入費（但し、キャンピングトレーラー等、専ら事業に使用する場合は可） 

その他事業に直接関係しない経費（儀礼的経費、振込手数料、借入金等の支払利息、使用実績のないもの等） 

(2) 契約、取得、実施及び支払いまでの一連の手続が助成対象期間内に行われていない経費 

(3) 国・都・財団・東京都中小企業振興公社等が実施する助成金の交付を受けた経費（ただし、市町村からの助

成金は併用可。なお、当財団・中小企業振興公社等が実施するもの含め、他の助成金の併願申請は可能）。） 

(4) 事業の実施に関係のない設備等の購入、業務委託等の経費、申請書に記載のない経費 

(5) 見積書、契約書、仕様書、請求書等の帳票類に不備がある経費 

(6) 通常業務・取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが明確に区分できない経費 

(7) 他の取引と相殺して支払いが行われている経費 

(8) 他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費（原則は振込払い。） 

(9) 汎用性があり、目的外使用となるもの（ただし、理事長が認めたものは除く） 

(10) 一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費 

(11) 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

(12) その他対象外と認められる経費 

 

【その他注意点】 

○ポイントカードの使用について 

物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと（クレジットカードによる支払い時に付与さ

れるポイントも含む）。 

やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に任意様式にて報告すること。この際、

原則、１ポイント１円換算として助成対象経費から除外する。 

※カードを用いない、Web 決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする。 

○契約・購入先の制限 

原則、親会社、子会社、グループ企業等関連会社（自社と資本関係のある会社、役員等（これに準ずる者を含

む）又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等）との取引を制限する。一度、

他の業者を介して、再委託等を受ける行為なども同様とする。 



なお、事業の特性上、親会社、子会社、グループ企業等と契約することでより効果的な事業実施が可能となる

場合は、財団へ相談すること（妥当な契約金額であるか等の確認のため、資料提出等を要求する場合がある）。 

※ 「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む。 

○収入の適切な管理、申告について 

収入（入場料、協賛金、寄付金など当該事業に係る一切のもの）については、経理上の帳簿等で適切に管理し、

実績報告時に提出すること。 

 

助成金額（第６条） 

助成率：助成対象経費の３分の２（大企業は２分の１） 

助成限度額：６００万円 

※助成金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て 

 

助成対象期間（第６条） 

令和８年度第１回土産品等を活用した多摩・島しょ観光プロモーション事業助成金の助成対象期間は令和８年

１１月２日から１年以内（最長で令和９年１１月１日まで） 

※上記期間内に契約、取得、実施、支払いが完了する経費が助成対象となります。 

※助成事業終了後に実績を確認・検査したうえで、助成金を交付します。 

 


